
PRESS RELEASE 一関市

令和８年６月 17 日 

午前 10 時 

本年度より造血幹細胞移植後の再接種費用を助成します 

 造血幹細胞移植を行った場合、移植前に受けた定期予防接種で獲得した免疫が低下・消

失することがあり、感染のリスクが高くなります。 

そのため、再び免疫を獲得するためには、移植後にワクチンの再接種を行う必要があ

り、その際の費用は自己負担となっています。 

 そこで市は、再接種を行う人の経済的負担の軽減を図るため、造血幹細胞移植により、

過去に受けた定期予防接種の免疫が失われた人の再接種費用を助成します。 

１ 対 象 者 次の要件を全て満たす人 

・ 造血幹細胞移植により、移植前に受けた定期予防接種の効果が期待

できないと医師に判断された人 

・ 再接種を受ける日において、一関市に住所を有する 20 歳未満の人 

２ 対象となる予防接種 次の要件を全て満たすもの 

・ 予防接種法でＡ類疾病（結核およびロタウイルス感染症を除く）に

位置付けられているこどもの定期予防接種のうち、医師の指示により

再接種をおこなうもの 

・ 移植前に接種済みの予防接種で、再接種日が令和８年４月１日以降

のもの 

３ 助 成 金 額 再接種にかかった費用（予防接種の種類ごとに上限額があります） 

４ 申 請 方 法 助成を受けるためには、再接種を受ける前と受けた後どちらも手続きが

必要です。再接種を検討している人は、再接種前にこども家庭課に相談

してください。

問い合わせ先  

〒021-0026 岩手県一関市山目字前田 13番地 1（一関保健センター内） 

健康こども部こども家庭課 おやこ健康係長 鈴木 

                主任主事 菊池 

電話:(0191)21‐5409（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） FAX：(0191)21‐4656 

メールアドレス：kodomokatei@city.ichinoseki.iwate.jp
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